省エネ大賞(省エネ事例部門)　応募内容説明書

1.　概要説明書（2ページ以内）                     事務局記載
応募テーマ名 : 

応募者 :

中小企業者（※1）：

※1中小企業者に該当する場合、“該当”と記載、該当しない場合は“該当しない”と記載
	1.1　企業、事業場概要

	業　　種
	

	主要製品・サービス（※2）
	

	＜当該工場・事業場概要＞　　概要イメージを表すもので、他の事項に置き換えても結構です。

	（注：企業単位での応募の場合は、第一種エネルギー管理指定工場、第二種エネルギー管理指定工場の該当数を記載。また、工場、事業場単位での応募の場合は、第一種エネルギー管理指定工場、第二種エネルギー管理指定工場又は非指定工場のいずれかを記載。）



※2地方自治体等の場合は、記載不要です。


1-3　申請内容の概要


2.　詳細説明書　(補足資料を含めて８ページ以内)











当該項目は、当該取組が他の組織でも活用できる普遍的な取組であり、同業種のみならず、他業種でも活用でき、また、経済的メリットがあるかが評価ポイントです。


どのような組織でも汎用可能な取組であり、費用対効果に優れていることについて、可能な限り、定量的（設備の改修等の場合は投資回収年数等の数値）に記載して下さい。

















登録番号　　-　　





1.2　エネルギー管理体制（注：応募事例に係る工場（事業場）のエネルギー管理体制（エネルギー管理統括者等）、役割分担等について記載下さい。また、他事業者（ESCO事業者等）との連携による取組の場合は、連携体制、役割分担等について記載して下さい。）








(1)　省エネルギー活動の概要(注: 今回応募対象となる省エネルギーに関する取り組みの概要（全体像）についてまとめて下さい。)


























(2)　省エネルギー活動の特長(注 : 評価項目である①先進性・独創性、②省エネルギー性、③汎用性・波及性、④改善持続性について、詳細説明書の記述から最も重要な要点のみを分かりやすく記載して下さい。)








2.1　省エネルギー推進するための背景、経緯及び目的(注：現状の企業、事業所として問題としている点を述べ、社内等の体制、現状把握、現状分析等を分かりやすく記載して下さい。)








2.2　改善内容(注：問題としている現状の状況を踏まえ、解決すべき項目について、図等を用いて分かりやすく記載して下さい。)








省エネルギー活動の実施内容


①　先進性・独創性（P25参考資料1記載要領を参照して記載して下さい。)


 


 





②　省エネルギー性（P25参考資料1　記載要領を参照して記載して下さい。) 








③　汎用性・波及性（P25参考資料1　記載要領を参照して記載して下さい。) 








④　改善持続性（P25参考資料1　記載要領を参照して記載して下さい。) 








⑤　特許等、受賞歴、発表(本事例に関する特許の出願、取得状況、表彰等の外部評価及び学会、新聞等への発表がある場合は、それらの状況を記載して下さい。)








当該項目は、エネルギー消費実態を把握して管理標準等の継続的な改善活動（PDCAサイクルによるスパイラルアップ等）の実施によるエネルギー消費量削減成果、改善内容が評価ポイントです。当該取組の実施期間とそれによる成果（省エネルギー性に関しては、②以外の、従業員の意識の変化等当該取組により付随して生じた成果などを記載して下さい。）と今後の中長期的な計画（高い数値目標とその実現可能性）等について記載して下さい。








当該省エネルギーに関する取組による省エネルギー量及び当該取組前後のエネルギー消費量の変化の度合い（削減率）が分かるよう、可能な限り、定量的に記載して下さい。正確に定量的に記載されているものを、適切なエネルギー管理がなされているものと捉え、より高く評価します。


ESCO事業の場合は、契約方式、ESCO契約年数、省エネルギー量（保障値と実績値）を記載して下さい。


（注1）エネルギー使用量の換算係数は、経済産業省ホームページの次に掲げるURLの換算係数を使用して下さい。


省エネ法ＡtoＺ－エネルギー計算システム（� HYPERLINK "http://www.enecho-shoeneho.jp/support/enekaku-setubi.html#point/calc.html" ��http://www.enecho-shoeneho.jp/support/enekaku-setubi.html#point/calc.html�）


（注2）電気事業者別のCO2の排出係数は、環境省　経済産業省ホームページの次に掲げるURLの排出係数を使用して下さい。


電気事業者別のCO2排出係数（2009年度実績）（平成22年12月27日公表）


（� HYPERLINK "http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/material/denkihaishutu/list_ef_eps.pdf" ��http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/material/denkihaishutu/list_ef_eps.pdf�）


（注3）CO2の排出係数は、環境省　経済産業省ホームページの次に掲げるURLの排出係数を使用して下さい。


算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧


（� HYPERLINK "http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/material/itiran.pdf" ��http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/material/itiran.pdf�）





























当該項目は、工場、事業場等の活動が、省エネルギーに関わる斬新的で独創性に富んだ取組であることを評価します。他の取組とは異なる点、従来の発想とは異なる点を中心に記載して下さい。









































様式3-1
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